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査実施状況 第5次国土調査事業十箇年計画
政府は、平成12年度を初年度とする「第5次地籍調査事業十箇年計画」を閣議決定し、平成

12年から平成21年の10年間で、全国34,000裄の地域について国土調査事業の実施推進するこ

とを決定しました。

地籍調査とは、
地籍調査とは、一筆ごとの土地についてその所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積

に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものです。地籍調査により作成された
「地籍簿」と、「地籍図」は、その写しが法務局に送付され、法務局において地籍簿をもとに土地
登記簿が書き改められるほか、地籍図が不動産登記法第17条の地図として備えつけられます。地
籍調査の成果は、個人の土地取引から公的機関による地域の整備まで、およそ土地に関するあら

ゆる行為のための基礎データとなるものです。

なぜ地籍調査が必要か？
現在土地に関する記録として広く利用されている公図の多くは、明治時代の地租改正事業
によって作られた字限図（あざきりず）などを基にしたものです。しかし、当時の測量は今
日のように精密でなかったり、また節税のためか地積が少な目に申告されたケースが多
く見受けられ、土地の現状と記録とが必ずしも一致していません。そのため、土地の
実態について、正確な記録をつくるために、地籍調査によって改めて土地を正確に測
量し、調査する必要があるのです。
戦後、国土調査法に基づく地籍調査が開始されましたが、50年以上経た現在、全

国の地籍調査の進捗率は44％で、特に都市部にいたっては約18％に過ぎません（平
成12年度末現在）。徳島県の進捗率は平成15年度末で約20％に達したところです。
これは、先進諸外国と比較しても極めて低い数値であり、ＩＴ時代の到来で、その

遅れが新たな社会問題として急激に浮上してきました。

土地家屋調査士による
専門家集団 公嘱調査士協会

国土交通省はＥ工程を処理する能力のある者として、
土地改良換地士、又は土地区画整理士と並んで 土地家屋調査士

を推奨しています。

地籍調査が遅延した原因は、ひとえにＥ工程（一筆地調査）の難解さです。
我々公嘱協会は「地図訂正、土地の境界立会確認、境界測量及び嘱託登記を日常業務とした」土地家

屋調査士による専門家集団です。地元に精通した専門家の共同作業により、遅延した地籍調査を遂行す
るにあたり、一番ふさわしい外注先であると自負しております。

事業計画・準備（Ａ、Ｂ工程）

閲　覧・修　正

基準点測量（国土地理院実施）

地積図根点測量（Ｃ、Ｄ工程）

地籍細部測量（Ｆ工程）

地籍図原図（ＦＮ工程）

地籍簿案

地　籍　簿 地　籍　図

認　　　証

法務局送付

国土調査による登記

不動産登記法第１７条
地図の備え付け

市町村備付

地　　籍　　調　　査

地籍測定（Ｇ工程）

（H工程）

一筆地調査（Ｅ工程）

工程

A

B

C

D

E

F

G

H

工 程 名
地籍調査事業計
画・事業手続き

関連機関との調整、事業計画の策定・公示、
実施計画作成、指定及び実施の公示等

実施組織の確立、補助申請、作業班の編成、
推進委員会の設置、趣旨の普及

作業進行予定表の作成、単位区域界の調査、
調査図素図の作成、現地調査の通知等

FN工程（数値法）とFG工程（図解法）とに
分類される。数値図根点配置図等の作成等

地籍調査票、地籍図原図の整理、地籍簿案の
作成、閲覧、認証書類の整理、写しの送付等

地籍調査事業準備

地籍図根三角測量

地籍図根多角測量

選点、標識の設置、観測及び測定、計算等

選点、標識の設置、観測及び測定、計算等

測定、計算及び調製、磁気記録化等

一筆地調査

地籍細部測量

地籍測定

最終取りまとめ

工　程　内　容

先進地視察

視察に行ってきました。事業を終えた現場を見て思ったこと、それは境界

完璧な状態であったことです。

業　　松山市古川南地区

これまでの地籍調査では、
①事業計画・準備（A・B工程）……実施市町村
②地籍図根点測量（C・D工程）………測量業者
③一筆地調査（E工程）…………実施市町村職員
④地籍細部測量（F工程）………………測量業者
⑤地籍図原図（FN工程）………………測量業者
⑥地籍測定（G工程）……………………測量業者
⑦最終取りまとめ ………………………測量業者

という手順で行われてきました。

一筆地調査とは
　一筆ごとの土地について、関係者立会いのうえ、
確認した境界に杭打ちをし、地元推進員と担当職
員が、表示していただいた杭及び所在・所有者・地
番・地目・境界の確認を行っていくことです。

　一筆地調査（境界確認）は現況のみにとらわれ
ず法務局や他のあらゆる関係資料を基礎に総合的
に行う必要があり、また場合によっては、現地にて
復元測量なども求められる困難な作業です。

平成12年度から地籍調査事業の外部委託が可能になり、
民間の専門技術者を活用することができる!!

かる境界標を設置。 現場説明を受ける視察団

調査事業をお手伝いします。調査事業をお手伝いします。

（３）　第８号 公嘱調査士協会
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公嘱調査士協会とは？ 徳島県地籍調

中心となるのが、境界立会業務

目指すは、再立会不要な17条地図

地籍調査の境界明示のお手伝い

社団法人徳島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会（以下公嘱調査士協会という。）は、昭和60年6月に改正された土地家屋調
査士法の規定により、同年12月7日法務大臣の許可を得て公益法人として設立されました。
官公署等が公共の利益となる事業に関して行う、不動産の表示に関する登記に必要な調査、測量、登記の嘱託手続等の適正・

迅速な処理に寄与することにより、公共事業が円滑迅速に実現されることを目的とし、官公署等の嘱託登記の適正処理につき全
面的にお手伝いさせていただいております。
公嘱調査士協会は、徳島県全域に8つの支所を設置して、土地家屋調査士179名の内入会希望者の127名（平成16年6月1

日現在）が社員となり、各官公署から公共嘱託登記の発注を受け、適正な業務処理により、公共事業の円滑且つ迅速な推進に寄与
しています。

官公署における官民境界立会の担当者には、寒空や炎暑に耐えながらの立会、土地所有者との意見調整、
事務処理と大変ご苦労いただいております。
官民境界である筆界の認定には専門知識と経験が必要であり、特に資料の収集と分析・解析に専門的な

知識と高度な能力が求められます。
公嘱協会の社員は全員が土地家屋調査士であり、上述の専門的な知識と高度な能力を有し地元に事務所

を設置し業務を行っていることから地元の地理的状況、近隣関係また、地元の公図を熟知しております。
土地家屋調査士が本業務に関与することは、官民境界である筆界の認定業務の円滑な推進に寄与し、必

ずご満足いただけると思います。

土地家屋調査士の関与による
境界立会業務の補助とそのメリット

実績!! 徳島地方法務局発注の17条地図作製を完遂。
地図混乱地域として有名な徳島市八万町の
下福万、上福万、中津浦、中津山、福万山（城南台団地）

土地家屋調査士は、資料の収集と分析・解析に専門的な知識と能力を持つことから、以下のようなメ
リットが考えられます。
1） 適確な判断による境界立会業務ができます。
2） 法的要素と測量技術的要素の両側面からの判断ができます。
3） 境界立会業務の迅速化が図られます。
4） 適材適所の人員配置により労働負担の軽減が図られます。
5） 境界立会業務の迅速な処理により申請人からの苦情が減少することが考えられます。

作成に携わった調査士談：
その年の夏は、異常気象で長雨とカンカン照りの日々で、通常業務の上に週3日づつの昼間は現場立会・夜は資料整理と連日過酷な作業がつづきま

した。また、現地が急傾斜の山腹に密集する住宅地の為、境界の明示が困難であったことにも苦労しました。しかし、長い間住民を苦しめてきた地図
混乱地域の解消に寄与できたことは、良かったと思います。

地図混乱地域 17条地図
（再立会不要地図に指定）

地籍調査事業の現場視

明示に関しては、ほぼ完

段差が大きい場所での立会作業は、困難を極めた。

悪天候の中、法務局職員と一致協力して立会作
業を進めて行った。

地籍調査事

境界には一目でわか

公嘱調査士協会は、地籍調公嘱調査士協会は、地籍調
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司
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本
日
は
協
会
の
み
な
ら
ず
、

業
界
と
し
て
の
将
来
展
望
を
模
索

し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

菅
沼　

現
在
国
会
で
は
、
不
動
産
登

記
法
の
改
正
が
な
さ
れ
て
お
り
、

早
晩
新
し
い
ル
ー
ル
で
業
務
を
開

始
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す

が
、
二
井
会
長
さ
ん
、
詳
し
い
と

こ
ろ
を
お
聞
か
せ
願
え
ま
す
か
？

二
井　

改
正
不
動
産
登
記
法
は
六
月

上
旬
国
会
成
立
の
見
通
し
で
す
。

今
回
は
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
等
シ
ス

テ
ム
上
の
改
正
が
メ
イ
ン
で
す

が
、
内
閣
で
の
議
論
は
土
地
家
屋

調
査
士
と
い
う
制
度
そ
の
も
の
に

ま
で
及
ん
で
い
る
と
聞
い
て
お
り

ま
す
。
我
々
調
査
士
は
将
来
に
お

い
て
、
今
ま
で
親
し
ん
で
き
た
登

記
業
務
に
固
執
せ
ず
、
協
会
は
も

と
よ
り
業
界
そ
の
も
の
が
業
務
拡

大
を
図
る
べ
き
時
代
が
来
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
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れ
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つ
い
て
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
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判
外
境
界
紛
争
解
決
制
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が
そ
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す

が
、
そ
れ
に
続
く
地
籍
調
査
事

業
・
特
に
Ｅ
工
程
業
務
の
開
拓
を

本
会
と
し
て
協
会
に
対
し
強
く
要

望
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

司
会　

協
会
と
し
て
は
ど
の
よ
う
に

考
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
？

山
本　

調
査
士
が
Ｅ
工
程
業
務
の
専

門
家
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
、
各

自
治
体
の
方
々
に
認
識
を
持
っ
て

頂
き
た
く
、
今
回
地
籍
調
査
事
業

（
外
注
型
）
支
援
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
作
成
致
し
ま
し
た
。
時
代
の
流

れ
は
内
閣
の
都
市
再
生
本
部
か
ら

示
さ
れ
た
「
民
活
と
各
省
連
携
に

よ
る
地
籍
整
備
の
推
進
」
で
も
分

か
る
よ
う
に
都

市
部
の
整
備
が

急
が
れ
て
お
り

ま
す
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々
も
、

こ
れ
を
受
け
て

新
し
く
結
成
さ

れ
た
徳
島
地
方

法
務
局
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
徳
島

オ
ブ
A
I
M
へ

の
協
力
体
制
を

取
っ
て
お
り
ま

す
が
、
片
や
Ｅ

工
程
業
務
に
つ

い
て
は
、
二
井

会
長
さ
ん
の
方

で
進
め
ら
れ
て

い
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の

進
捗
状
況
に
伴
い
、
業
務
開
拓
と

し
て
の
相
乗
効
果
を
考
え
て
お
り

ま
す
。

　
    
い
ず
れ
に
し
ろ
、
地
図
を
作
製

す
る
の
が
我
々
調
査
士
の
責
務
で

あ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

二
井　

そ
う
で
す
。
協
会
を
中
心
に

社
会
的
責
任
を
果
た
す
と
い
っ
た

意
識
改
革
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
　
 
そ
の
た
め
に
は
、
官
公
庁
の

方
々
に
認
知
さ
れ
る
た
め
の
努
力

が
不
可
欠
で
あ
り
、
約
三
年
程
は

か
か
る
と
考
え
て
行
動
す
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
。

川
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協
会
の
将
来
像
と
し
て
、
個

人
事
務
所
の
枠
を
脱
皮
し
て
共
同

で
公
共
事
業
に
関
わ
っ
て
行
く
と

い
う
、
事
業
者
と
し
て
の
意
識
改

革
と
申
し
ま
す
か
、
我
々
の
公
嘱

協
会
発
展
の
た
め
に
は
、
不
可
欠

な
要
素
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
　

ま
た
、
国
土
法
に
よ
る
地
籍
調

査
と
不
動
産
登
記
法
に
よ
る
十
七

条
地
図
整
備
の
考
え
方
に
所
官
庁

間
で
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
公
金
の
有
効
使
用
の

見
地
か
ら
も
、
こ
れ
ら
を
統
合
さ

せ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
省
庁
の
枠

を
越
え
た
高
い
認
識
に
立
っ
た
考

え
方
が
、
こ
れ
ら
の
事
情
に
携
わ

る
人
々
全
体
に
必
要
だ
と
思
い
ま

す
。

　
　

政
治
連
盟
の
持
つ
意
味
が
、
こ

れ
ら
中
央
へ
の
意
識
改
革
を
促
す

な
ら
ば
誠
に
良
い
と
思
う
の
で

す
。

山
本　

我
々
調
査
士
の
責
務
は
、
十

七
条
地
図
作
成
に
あ
り
ま
す
。
か

つ
て
徳
島
地
方
法
務
局
発
注
に

よ
っ
て
協
会
が
実
施
し
た
城
南
台

の
十
七
条
地
図
作
成
作
業
は
、
現

在
法
務
局
の
取
り
扱
い
に
お
い
て

再
立
会
不
要
地
区
と
な
っ
て
お

り
、
そ
の
後
の
業
務
処
理
が
大
幅

に
軽
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さ
れ
て
お
り
ま
す
。

菅
沼　
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国
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事
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あ
る

地
図
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に
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今
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を
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れ
る
べ
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と
思
い
ま
す
。

二
井　
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協
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の
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し
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山

市
古
川
南
地
区
、
地
籍
調
査
事
業

を
昨
年
秋
に
視
察
し
ま
し
た
が
、

法
務
局
か
ら
再
立
会
の
必
要
な
し

と
の
判
断
を
頂
い
て
お
り
、
土
地

家
屋
調
査
士
の
作
っ
た
地
図
に
対

す
る
絶
大
な
信
頼
感
を
感
じ
ま
し

た
。
地
籍
調
査
の
八
割
は
Ｅ
工
程

だ
と
考
え
て
お
り
、
二
十
一
世
紀

に
通
用
す
る
地
図
作
り
、
Ｇ
Ｉ
Ｓ

時
代
の
使
用
に
耐
え
ら
れ
る
地
図

の
作
成
は
、
こ
こ
に
ポ
イ
ン
ト
が

あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

山
本　

公
図
の
附
随
資
料
と
し
て
一

筆
ご
と
の
地
積
測
量
図
デ
ー
タ

も
、
こ
れ
か
ら
の
国
民
の
ニ
ー
ズ

に
出
て
く
る
の
で
は
？　

こ
れ
ら

の
デ
ー
タ
が
そ
の
後
の
国
民
負
担

を
軽
減
す
る
役
割
を
果
た
す
と
思

わ
れ
ま
す
。

二
井　

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
設
立
に
向
け
て
、

す
で
に
構
成
メ
ン
バ
ー
育
成
に

入
っ
て
お
り
、
調
査
士
を
活
用
す

る
方
向
に
流
れ
て
お
り
ま
す
。

川
原　

地
籍
調
査
事
業
実
績
と
し
て

の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
作
り
、
我
々

の
業
務
が
長
期
的
視
野
に
立
っ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い

た
だ
く
努
力
が
必
要
で
す
。
そ
し

て
ま
た
、
目
先
の
利
益
に
左
右
さ

れ
ず
、
将
来
の
効
果
を
考
え
た
選

択
を
す
る
の
が
公
共
事
業
の
性
格

だ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

司
会　

こ
れ
ら
の
考
え
を
受
け
て
、

協
会
側
と
し
て
は
今
後
ど
の
よ
う

に
対
処
す
る
つ
も
り
で
し
ょ
う

か
？

山
本　

デ
ー
タ
管
理
を
考
え
に
入
れ

た
地
図
作
り
を
す
べ
き
で
あ
り
、

そ
の
成
果
を
有
効
に
利
用
す
る
シ

ス
テ
ム
作
り
が
必
要
で
す
。
官
民

そ
れ
ぞ
れ
の
ス
タ
ッ
フ
の
連
携
プ

レ
イ
が
よ
り
よ
い
地
図
作
り
に
不

可
欠
だ
と
思
い
ま
す
。

　
　

そ
の
た
め
に
協
会
と
し
て
、
各

自
治
体
、
官
公
庁
に
対
し
よ
り
理

解
を
求
め
る
必
要
性
を
痛
感
し
て

お
り
ま
す
。
国
民
に
地
図
作
り
の

重
要
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
同
時

に
、
官
公
庁
に
も
ア
ピ
ー
ル
す
る

事
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
考
え

ま
す
。

司
会　

本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

 　
　
　
 
（
平
成
十
六
年
五
月
収
録
）

公嘱調査士協会広報紙KUI

歴
代
理
事
長
座
談
会
②

歴
代
理
事
長
座
談
会
②

　

業
界
の
将
来
展
望
を
考
え
る

　

歴
代
三
人
の
理
事
長
に
加
え
、
調
査
士
会
か
ら
二
井
会
長
を
招
い
て
四

氏
に
お
集
り
頂
き
ま
し
た
。
初
代
菅
沼
真
澄
氏
に
は
徳
島
県
土
地
家
屋

調
査
士
政
治
連
盟
会
長
と
し
て
参
加
し
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

業務のご相談は各支所長まで

初代理事長

菅  沼  真  澄氏
昭和６０年９月就任
平成７年５月退任

2代目理事長

川  原  睦  久氏
平成７年６月就任
平成１３年８月退任

３代目理事長

山  本　   正氏
平成１３年８月就任
現理事長

調査士会長

二  井  勇  三氏
平成１５年５月就任

　

平
成
十
六
年
五
月
十
四
日（
金
）

大
阪
高
等
裁
判
所
に
お
い
て
、
京

都
府
測
量
委
託
公
金
支
出
事
件
に

対
す
る
判
決
が
下
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
事
件
は
、
京
都
府
が
一
九
九

五
、
九
六
年
度
に
公
共
用
地
取
得

の
た
め
の
測
量
業
務
を
三
つ
の
業

者
団
体
（
京
都
府
公
共
用
地
測
量

協
会
（
用
測
協
）、
同
公
共
嘱
託
登

記
司
法
書
士
協
会
、
同
公
共
嘱
託

登
記
土
地
家
屋
調
査
士
協
会
（
公

嘱
二
協
会
））に
一
括
委
託
し
た
の

は
、不
当
な
公
金
支
出
だ
と
し
て
、

住
民
グ
ル
ー
プ
が
前
知
事
に
損
害

賠
償
を
求
め
た
も
の
で
し
た
。

　

判
決
の
中
で
、
我
々
協
会
と
同

様
の
契
約
方
式
に
つ
い
て
述
べ
ら

れ
た
部
分
が
あ
り
ま
す
の
で
、
概

括
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

蘆　
　
　

蘆

　

ま
ず
、「
登
記
測
量
業
務
等
に

係
る
委
託
契
約
の
具
体
的
内
容
に

つ
い
て
定
め
た
法
令
は
な
い
」
と

し
た
う
え
で
、「
そ
の
契
約
内
容

に
つ
い
て
は
、
官
庁
の
裁
量
に
委

ね
ら
れ
て
お
り
、
京
都
府
が
公
嘱

二
協
会
と
締
結
し
た
一
括
委
託
方

式
に
よ
る
随
意
契
約
は
違
法
で
あ

る
と
は
言
え
な
い
」
と
判
じ
て
お

り
ま
す
。

　

そ
の
理
由
は
、
公
嘱
二
協
会
の

設
立
の
趣
旨
に
あ
る
と
し
、「
公

嘱
二
協
会
は
、
そ
の
専
門
的
能
力

を
結
合
し
、
官
公
署
等
に
よ
る
大

量
の
不
動
産
に
関
す
る
登
記
測
量

業
務
等
を
適
正
か
つ
迅
速
に
実
施

す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
た
め
に
設

立
さ
れ
た
も
の
で
、
官
公
署
が
公

嘱
二
協
会
に
対
し
、
一
括
委
託
す

る
こ
と
は
、
趣
旨
に
適
っ
た
合
理

的
な
方
法
で
あ
り
、（
中
略
）
法
に

照
ら
し
て
、
是
認
さ
れ
る
と
解
さ

れ
る
。」「
京
都
府
以
外
に
も
多
数

の
公
共
団
体
が
、
登
記
測
量
業
務

等
を
公
嘱
二
協
会
に
一
括
委
託
し

て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。」

「
し
た
が
っ
て
、
契
約
担
当
者
が

一
括
委
託
方
式
を
採
用
し
た
判
断

に
合
理
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
は

で
き
ず
、
一
括
委
託
方
式
を
採
用

し
た
こ
と
は
、
裁
量
権
の
逸
脱
な

い
し
濫
用
に
当
た
ら
な
い
。」と
さ

れ
、
こ
の
こ
と
は
地
方
自
治
法
第

二
三
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

随
意
契
約
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。
更
に
具
体

的
に
、「
公
嘱
二
協
会
に
対
し
、
登

記
測
量
業
務
等
の
一
括
委
託
を
す

る
こ
と
は
、『
そ
の
性
質
又
は
目

的
が
競
争
入
札
に
適
し
な
い
も
の

と
す
る
と
き
』（
地
方
自
治
法
施
行

令
一
六
七
条
の
二
第
一
項
二
号
）

に
該
当
す
る
と
い
え
る
か
ら
、
京

都
府
が
公
嘱
二
協
会
と
の
間
で
随

意
契
約
の
方
法
に
よ
り
委
託
契
約

を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
違
法

で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。」と
明
言

し
て
お
り
ま
す
。

蘆　
　
　

蘆

　

又
、「
競
争
原
理
」
の
こ
と
に
も

言
及
し
、
以
下
の
と
お
り
結
論
付

け
て
い
ま
す
。

「
一
括
委
託
方
式
を
採
用
し
た
場

合
、
競
争
原
理
が
働
か
な
く
な
る

こ
と
は
、
土
地
家
屋
調
査
士
法
が

当
然
に
予
定
し
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。」「
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
公

嘱
二
協
会
に
対
す
る
一
括
委
託
が

い
わ
ば
丸
投
げ
で
あ
る
と
か
、
官

製
の
談
合
で
あ
っ
て
違
法
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
相
当
で
は
な
い
。」

「
公
嘱
協
会
は
、
①
土
地
家
屋
調

査
士
が
加
入
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
そ
の

加
入
を
拒
む
こ
と
が
で
き
ず
、
②

法
務
大
臣
の
監
督
に
服
し
、
③
法

務
局
ま
た
は
地
方
法
務
局
の
長

は
、
そ
の
管
轄
区
域
内
に
設
立
さ

れ
た
公
嘱
協
会
の
業
務
の
適
性
を

確
保
す
る
た
め
、
必
要
が
あ
れ

ば
、
そ
の
業
務
状
況
を
調
査
す
る

権
限
を
有
す
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
、
こ
の
規
定
に
基
づ
き
設
立
さ

れ
た
社
団
法
人
」で
す
。
よ
っ
て
、

「
公
嘱
二
協
会
に
対
し
、
登
記
測

量
業
務
等
を
一
括
委
託
す
る
こ
と

は
、
未
加
入
者
を
登
記
測
量
業
務

か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
つ
な
が
ら

ず
、
違
法
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。」
更
に
、
協
会
内
の
「
不
公
平

な
選
定
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣

に
よ
る
監
督
等
の
手
段
に
よ
り
是

正
す
べ
き
問
題
で
あ
っ
て
、」こ
れ

ら
を
理
由
と
し
て
一
括
委
託
が
違

法
に
な
る
と
い
う
の
は
妥
当
で
な

い
と
し
て
い
ま
す
。

蘆　
　
　

蘆

　

我
々
は
、
常
に
公
嘱
協
会
は
入

札
に
馴
染
ま
な
い
と
主
張
し
て
き

ま
し
た
。
事
前
の
業
務
量
を
確
定

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う

業
務
の
特
殊
性
か
ら
だ
け
で
な

く
、
制
度
面
の
理
由
も
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
度
の
判
決
は
、
我
々
の

主
張
と
一
致
し
て
お
り
、
こ
れ
ま

で
の
主
張
が
間
違
い
で
な
か
っ
た

こ
と
を
裏
付
け
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
裁
判
が
あ
り
ま
し
て
も
、

協
会
社
員
一
同
、
粛
々
と
貴
官
庁

の
業
務
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
今

後
と
も
、
我
々
の
主
張
を
ご
理
解

の
上
、
引
き
続
き
公
嘱
協
会
を
ご

利
用
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

致
し
ま
す
。 　
　
 
（
業
務
部
監
修
）

　

随随随随随随随随随随随随随随
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法法法法法法法法法法法法法法
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なななななななななななななな
しししししししししししししし

随
意
契
約
に
違
法
性
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
事
件
判
決
邇　

『
法
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
是
認
さ
れ
る
べ
き
』


